
 
  



 

 
 

は し が き 
 

本町は、沖縄本島北部の本部半島に位置し、海と山に囲まれた美しい自然環

境を背景に、これまで、「太陽と海と緑－観光文化のまち」を将来像としてまち

づくりに鋭意取り組んでまいりました。 
そのような中、平成 16 年にわが国初の景観に関する総合的な法律として、景

観法が制定されました。景観法においては、景観を整備・保全するための基本

理念を明確にし、住民、事業者、行政の責務を明確化しております。地方公共

団体は、良好な景観形成の促進に関し、その区域の自然的社会的条件に応じた

施策を策定し、実施するという責務を有しております。 
本町においては、夕陽の美しい西海岸と島々の景観、漁業や農業、観光産業

などがつくり出す景観、起伏に富んだ地形と緑、河川が織りなす自然景観など

多様な景観に恵まれていることから、それらの先人たちから受け継いだ美しい

景観を守り、育み、次世代へとより良い形で引き継ぐ責任があります。 
そのような意味から、積極的に景観行政を推進する為、平成 22 年 9 月 1 日に

景観法第７条第１項に基づく景観行政団体となり、この度、本町の景観形成の

指針となる「本部町景観計画」を策定致しました。 
「本部町景観計画」には、今後、行政、事業者及び町民等の様々な主体が、

共通の将来像をもって景観形成に取り組めるよう、本町の景観形成に関する方

針や良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項などを定めております。

この計画を円滑に運用することで、本町の豊かで特徴ある景観を守り、育み、

また創りだし、次世代へとより良い形で引き継ぐ所存であります。 
最後に、この計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提案をいただきました

町民の皆様をはじめ、ご指導、ご尽力をいただきました本部町景観検討委員会

委員に対し、深く感謝申し上げますとともに、今後もなお一層のご指導とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 
 

本部町長 高 良 文 雄 
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